
 

 

て法定雇用率を計算するこ

とになります。 

◆「サポーター」を養成へ 

厚生労働省は、今秋か

ら、精神障害者などが働き

やすい職場づくりの旗振り

役となる「精神・発達障害

者しごとサポーター」の養

成を始めるようです。民間

企業で働く従業員に障害の

特性などを把握してもら

い、障害を持つ同僚への声

かけなどをしてもらうな

ど、精神・発達障害者を支

援する環境づくりを推進し

ていくことを目的とするも

のです。 

なお、サポーター養成のた

め、民間企業の従業員を対

象に障害の特性やコミュニ

ケーションの取り方などを

学ぶ講習会を全国で開催す

る予定とのことです。 

 

 

「ＡＩ革命」で雇用はど

う変わるのか 

◆ＡＩブーム席巻中 

昨年頃から実用化され始

めたＡＩ（人工知能）技術が、

ここにきて一大ブームとな

っており、ＡＩについての報

道や出版物が日に日に増し

ています。 

ここでは、「ＡＩ」と「雇用」

の関係について考えてみま

す。 

◆労働者の半数が機械に仕

事を奪われる？ 

ＡＩと雇用について論じ

る際、必ず引用されるのが、

マイケル・オズボーン准教授

（オックスフォード大学）ら

が 2013年に発表した、「今後

10～15年の間に、米国の労働

人口のうち 47％が、ＡＩやロ

ボットに代替され得る」とい

う研究結果です。 

関連する別の研究によれ

ば、日本では、労働人口の

49％が、ＡＩやロボットによ

る代替可能性が高いそうで

す （ リ ク ル ー ト 機 関 誌

『Works.137』特集「同僚は

人工知能」、2016年）。 

労働者のおよそ半数が仕

事を失ってしまう…そんな

驚くべき未来が、そう遠くな

い将来に現実のものとなる

というのです。そのとき、企

業では何が起きるのでしょ

うか。 

◆仕事が無くなっても配置

転換で対応してきた日本企

業 

労働法の歴史に詳しい大

内伸哉教授（神戸大学）は、

次のように指摘しています

（『ＡＩ時代の働き方と法』

弘文堂、2017年）。 

・1980 年代のＭＥ（マイク

ロ・エレクトロニクス）革

命や 1990 年代のＩＴ革命

の際にも、業務が一新さ

れ、従前の雇用が大量に失

われた。その一方、ＭＥや

ＩＴに従事する新たな雇用

も創出されたので、日本型

終身雇用に守られた労働者

は再配置（社内配転等）が

なされ、大量の失業者が発

生する結果にはならなかっ

た。 

・ただし、ＡＩ・ロボット技

術による革命では、（1）技

術の発達が早すぎる、（2）

肝心の雇用がそれほど創出

されない、という 2つの理

由により、再配置には困難

が伴うだろう。 

◆ＡＩ時代に備えた雇用を 

労働法が現行の内容である

限り、日本の企業はたとえＡ

Ｉによって自社の職務の多く

が失われても、自社従業員の

雇用を守るべく、少なくとも

努力をしなければ、裁判所は

労働者の整理解雇の妥当性を

認めません（解雇回避努力義

務）。 

もちろん、「何がなんでもＡ

Ｉの脅威から従業員の雇用を

守らなければならない」とい

うことではありませんが、少

なくとも今後はＡＩによって

自社の雇用も大きく変わるこ

とでしょう。 

ＡＩブームを機に、自社の中

長期的な雇用について考えて

みてはいかがでしょうか。 

 

 

残業をさせた疑いで、印刷

会社や運送会社などが書類

送検されています。 

同じ会社が複数回書類送

検されたケースもあり、地

域別では最も多かったのが

愛知労働局の 28件、次いで

大阪労働局の 20件、福岡労

働局の 19件となっていま

す。 

◆一覧は毎月公表、掲載期

間は 1年 

厚生労働省は各労働局に

対し、企業を書類送検した

ら公表するよう通達してい

ますが、これまでは報道機

関に資料を配布するだけの

労働局が大半で、企業名を

HPで公表する労働局は大阪

や岩手など 7局だけでし

た。 

今回の公表は、昨年末に

発表した「『過労死等ゼロ』

緊急対策」の一環で、同省

は「一覧表にすることで社

会に警鐘を鳴らす狙いがあ

る」としています。 

なお、今後は月に一度内容

を更新する方針とのことで

あり、公表期間は書類送検

した日から約 1年ですが、

期間中に違法状態を改善し

た企業名はホームページか

ら削除されるそうです。 

平成 30年 4月から障害

者の法定雇用率が引き上

げられます！ 

◆企業に課されている義務 

従業員を 50人以上雇用し

ている企業は、従業員に占

める障害者の割合を法定雇

用率以上にする義務が課さ

れています。 

現在の民間企業における

法定雇用率は 2.0%ですが、

厚生労働省は、平成 30年 4

月から 2.3%に引き上げる方

針を固めました。 

これは、来年 4月から、

障害者雇用率の算定式に精

神障害者を追加することと

なること等を踏まえたもの

です。 

◆障害者雇用率の引上げ率

は？ 

民間企業の障害者雇用率

は現行 2.0%ですが、2.3%

（当分の間 2.2%、3年を経

過する日より前に 2.3%）に

引上げられます。 

◆算定式に精神障害者を追

加 

平成 30年４月より、法定

雇用率の算定基礎の対象

に、新たに精神障害者が追

加されます。これにより、

身体障害者・知的障害者・

精神障害者を算定基礎とし

厚生労働省が労働法令違

反による送検企業名を

HP で公表 

◆全国の労働局の送検企業

を一覧で公表 

厚生労働省は 5月上旬、

長時間労働や賃金不払い、

労災につながる安全配慮義

務違反などの労働関係法令

に違反した疑いで書類送検

した企業名を、同省ホーム

ページ（HP）に掲載しまし

た。 

◆安衛法違反の事例が最多 

公表されたリストの内訳

をみると、企業が安全対策

を怠った労働安全衛生法違

反が 209件で最も多く、次

いで賃金未払いなど最低賃

金法違反が 62件、違法な長

時間労働をさせるなどした

労働基準法違反が 60件、労

働者派遣法違反 19件などと

なっています。 

労働基準法違反では、女

性社員が過労自殺した電通

や、社員に違法な残業をさ

せた疑いで書類送検された

パナソニック、労災事故を

報告しなかった疑いで書類

送検された日本郵便などの

大企業も含まれています。 

また、他にも三六協定で

定めた時間を超える違法な
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